
◎
経
済
的
な
理
由
で
保
険
料
の

納
付
が
困
難
な
場
合
は
検
討
を

　

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
忘

れ
が
続
く
と
、
老
後
や
重
い
障

害
が
残
っ
た
時
な
ど
に
支
給
さ

れ
る
年
金
を
受
け
取
る
こ
と
が

で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

保
険
料
免
除
や
納
付
猶
予
な
ど

で
認
め
ら
れ
た
期
間
は
、
年
金

を
受
け
取
る
資
格
期
間
に
含
ま

れ
ま
す
。

持
参
す
る
も
の　

▽
印
鑑　

▽

年
金
手
帳
ま
た
は
基
礎
年
金

番
号
が
分
か
る
も
の　

▽
離

職
日
が
平
成
30
年
１
月
１
日

以
降
の
人
は
、
離
職
票
ま
た

は
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証

◎
毎
年
７
月
に
申
請
を

　

免
除
の
期
間
は
、
７
月
か
ら

翌
年
の
６
月
ま
で
で
す
。
す
で

に
免
除
を
受
け
て
い
る
人
も
、

毎
年
の
申
請
が
必
要
で
す
。

　

過
去
２
年
間
に
未
納
期
間
が

あ
る
人
は
、
申
請
時
点
か
ら
２

年
１
か
月
前
ま
で
の
未
納
分
の

申
請
も
で
き
ま
す
。

　

免
除
の
決
定
は
、
前
年
所
得

を
審
査
し
ま
す
。
税
金
の
申
告

を
し
て
い
な
い
と
所
得
の
審
査

が
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
必
ず
申

告
後
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

申
請
先　

市
民
課
（
☎
４
３-

７

　

１
２
９
）
ま
た
は
上
下
支
所

　

市
民
生
活
係
（
☎
６
２-

２
１

　

１
４
）

◎
年
金
無
料
相
談
窓
口

と
き　

７
月
13
日（
土
）９
時
30

　

分
～
16
時

予
約
で
相
談
が
ス
ム
ー
ズ
に
！

　

予
約
な
し
で
も
相
談
・
手
続

き
が
で
き
ま
す
が
、
予
約
の
人

が
優
先
に
な
り
ま
す
。

と
こ
ろ
・
問
い
合
わ
せ
先

　

備
後
府
中
年
金
事
務
所

　

（
☎
４
１-
７
４
２
１
）

　

厚
生
労
働
省
と
日
本
歯
科
医

師
会
で
は
、
80
歳
に
な
っ
て
も

20
本
以
上
自
分
の
歯
を
残
し
、

生
涯
快
適
な
食
生
活
で
健
康
な

人
生
を
過
ご
せ
る
こ
と
を
願
っ

て
、
８
０
２
０
運
動
を
展
開
し

て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
府
中
地

区
歯
科
衛
生
連
絡
協
議
会
は
、

80
歳
以
上
で
20
本
以
上
自
分
の

歯
を
持
っ
て
い
る
人
に
、
敬
意

を
表
し
て
表
彰
を
行
い
ま
す
。

表
彰
式　

11
月
９
日（
土
）14
時
～

と
こ
ろ　

リ
・
フ
レ

対
象　

府
中
市
ま
た
は
福
山
市

新
市
町
在
住
で
、
今
年
11
月

９
日
時
点
で
満
80
歳
以
上
の
人

※
過
去
に
表
彰
さ
れ
た
人
は
除
く
。

申
し
込
み
期
限　
８
月
31
日（
土
）

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

府
中
市
、
福
山
市
新
市
町
の

歯
科
医
院

と
き　

令
和
２
年
２
月
29
日（
土
）

　

ま
で

※
精
密
検
査
は
、
令
和
２
年
３

月
10
日（
火
）ま
で
。

対
象　

両
親
の
い
ず
れ
か
が
原

子
爆
弾
被
爆
者
で
、
本
人
が

次
に
該
当
す
る
人

▽�

広
島
被
爆
…
昭
和
21
年
６
月

１
日
以
降
に
生
ま
れ
た
人

▽�

長
崎
被
爆
…
昭
和
21
年
６
月

４
日
以
降
に
生
ま
れ
た
人

料
金　

無
料

申
し
込
み
方
法　

市
役
所
福
祉

課
、
上
下
支
所
、
公
民
館
・

ク
ル
ト
ピ
ア
に
あ
る
専
用
は

が
き
で
広
島
県
被
爆
者
支
援

課
に
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

申
し
込
み
期
限　

令
和
２
年
１

　

月
31
日（
金
）

問
い
合
わ
せ
先　

市
役
所
福
祉

課
（
☎
４
３-

７
１
４
８
）
ま

た
は
広
島
県
被
爆
者
支
援
課

（
☎
０
８
２-

５
１
３-

３
１

１
６
）

　

和
解
金
な
ど
の
救
済
を
受
け

る
た
め
の
手
続
き
や
要
件
を
、

資
料
を
配
布
し
て
弁
護
士
が
説

明
し
ま
す
。
予
約
は
不
要
で
す
。

と
き　

７
月
28
日（
日
）13
時
30

　

分
～
15
時

と
こ
ろ　

府
中
市
生
涯
学
習
セ

　

ン
タ
ー

問
い
合
わ
せ
先　

広
島
弁
護
士

会
所
属　

全
国
Ｂ
型
肝
炎
訴

訟
広
島
弁
護
団
長　

我
妻
正

規
（
弁
護
団
事
務
局
・
☎
０

１
２
０-

１
０-

６
５
８
９
）

◎
花
火
で
の
事
故
を
防
ぐ
た
め
に

　

花
火
は
、
使
用
方
法
を
誤
る

と
、
火
災
や
事
故
に
つ
な
が
り

ま
す
。
次
の
こ
と
に
注
意
し
、

楽
し
く
安
全
に
遊
び
ま
し
ょ
う
。

お
知
ら
せ

国
民
年
金
保
険
料
の

免
除
制
度
が
あ
り
ま
す

歯
が
自
慢
・
８は

ち

０ま
る

２に
い

０ま
る

表
彰

～
80
歳
で
20
本
の
歯
を
残
そ
う
～

被
爆
２
世
の
健
康
診
断
を
実
施

Ｂ
型
肝
炎
訴
訟
無
料
説
明
会

火
の
取
り
扱
い
に
注
意

７月の納税など
■固定資産税（都市計画税）…第２期分

■国民健康保険税……………第１期分

■後期高齢者医療保険料……第１期分

※納期限は７月31日（水）です。
税務課納付相談窓口延長日

　毎週木曜日・19時まで（祝日を除く）
問い合わせ先　税務課（☎４３-７１２２）

介護保険課納付相談窓口延長日

　７月25日（木）・19時まで
問い合わせ先　　
　介護保険課（☎４０-０２２２）

免除の種類 内容

一般免除
前年所得が一定額以下の人は、
保険料の一部または全額を免除

納付猶予
50歳未満の人が対象で、前年所
得が一定額以下の人は全額を納
付猶予

特例免除
失業により納付が困難な場合、
保険料の一部または全額を免除

※免除を受けた期間は、保険料を全額納付
した場合と比べて、受け取る年金額が少な
くなりますので注意してください。
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